
9月巡回日

中央図書館自動車文庫  6539-3305

停車場所 日時

淀川区役所西側
（十三東２-３）

9/14（金）
14：00～14：45

三国小学校南門
（三国本町３－９）

9/18（火）
14：15～15：15

9/25（火）
14：00～15：20

移動図書館

〈相談場所〉 花と緑の相談は・・・区役所1階特設コーナー　 ひとり親家庭相談は・・・区役所2階　
空家問題に関する相談は・・・区役所5階　　 その他は・・・区役所4階相談室

法律相談

行政相談

花と緑の
相談

行政書士
相談

空家問題に
関する相談

ひとり親
家庭相談

相談日 時間・受付など 問合せ先

電話予約制（先着16名）
相談日当日の9：00から受付
実施時間13:00～17:00
1人（組）30分

13:00～15:00
国機関の施策・制度の相談

実施時間13:00～15:00 ※予約優先
相続・許認可・届出等の相談
予約受付：10：00～17：00

10:00～ 17:00 事前予約
就業や自立支援・離婚前相談
など

大阪府行政書士会
（淀川支部）
6306-3307

保健福祉課
2階23番
6308-9423

9：00～17：30
窓口または電話

9：00～17：30
面談または電話

14:00～16:00

9/5（水）・11（火）・
19（水）・25（火）・
10/3（水）

9/3・10/1（月）

9/12・10/10（水）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

毎週水・木曜日
（祝日を除く）

法律相談予約専用
6308-9430

政策企画課
5階51番
6308-9683

市民協働課
4階41番
6308-9417

十三公園事務所 
6309-0008

人権相談

相談無料

専門相談員による相談は希望日時に調整（事前予約制）
月～金曜日  9:00～20:30
日曜日・祝日 9:00～17:00

月～金曜日
（祝日を除く）

大阪市人権啓発・相談
センター予約専用
6532‐7830
6531‐0666

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10）

コーナー
相  談

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

9/7（金）・10/5（金）
14：10～14：40

十八条モータープール前
（十八条1-13）

9/1（土）・10/6（土）
10：20～11：50

三津屋公園
（三津屋南2-20） 

9/21（金）
10：20～11：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

9/4（火）・10/2（火）
11:25～12:1０

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

９/１２（水）
14：1０～15：1０

西中島小学校北門
（西中島7-14）　

9/12（水）
14：3０～15：3０

北中島小学校南門
（宮原5-3）  

9/26（水）
13：25～15：00

やってみよう、防災！
～９月１日は「防災の日」！～

今日からはじめる「減災」！

　6月18日午前7時58分に大阪府高槻市を震源地とし
た地震が発生し、大阪市北区で震度6弱、淀川区でも震
度5強を記録し、大きな被害を受けた地域もありました。
　今後起こり得る「南海トラフ地震」や「上町断層帯地震」
に備え、被害を最小限に食い止める「減災」の取組みを今
日からはじめませんか？

お住いの耐震等についてのお悩みは
大阪市住まい公社へ

❶ 家具の転倒等を防止しよう！
　阪神・淡路大震災の死因は、家屋の倒壊や家具の
転倒などによる圧迫死が大半を占めています。その
ため、日頃から家屋の耐震性能の確認や、家具が転
倒しないように固定することが重要です。 　大阪市住まい公社では、住宅の耐震に関する

相談窓口を設置しています。
　その他にも、木造住宅にお住いの方への耐震
事業者の紹介等も実施していますのでお問合せください。

平日・土曜日 9：00～19：00、日曜・祝日 10：00～17：00
　　　 火曜日、祝日の翌日（日・月曜日を除く）は休館

大阪市住まい公社（北区天神橋6-4-20）
　　　　　　耐震に関する相談窓口　 6882-7053
　　　　　　耐震事業者の紹介　 6882-7033
その他、補助制度など耐震化に関する情報はHPをご確認く
ださい。

家具や家電は
転倒防止器具や
粘着フィルムで
固定を！
災害時に
避難経路が
確保できるように、
配置にも注意！

我が家の耐震性は大丈夫かしら…？

大阪市総合コールセンター 市政・区政へのご意見はお気軽に
市の制度や手続き、イベント情報、夜間・休日緊急のご案内などは、大阪市総合コールセンター「なにわコール」まで。
4301-7285　 6373-3302（8:00～21:00 年中無休）　 http://www.osaka-city-callcenter.jp/

政策企画課
6308-9683　 6885-053414
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市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9415

クイズで名人！其の六 ～ 英語で算数 漢字クイズ～
英語で算数をし、答えを漢字で書きましょう。

（１）day ＋ ten　　　　　　　  ＝ □ ＋ □             ＝ □
（２）time － temple ＋ moon　  ＝ □ － □ ＋ □       ＝ □
（３）tree ＋ eye ＋ heart　　  ＝ □ ＋ □ ＋ □       ＝ □
（４）bamboo ＋ temple           ＝ □ ＋ □             ＝ □
（５）ten ＋ day ＋ ten ＋ moon ＝ □ ＋ □ ＋ □ ＋ □ ＝ □

： 題問

協力：（公財）日本漢字能力検定協会 答えは６日のTwitterを見てね！ 来月号欄外にも掲載します。

漢字 ＋ 漢字　　　　　  ＝ 漢字
（例）　 tree ＋ tree             　 ＝ 木 ＋ 木           　  ＝ 林

❷ 家庭での備蓄を進めよう！
　大規模な災害が発生した場合、救援物資等の支
援が入るまで約７日間はかかると言われています。
そのため、ご家庭で約７日間分の備蓄をお願いして
います。非常持ち出し品や家庭の備蓄品
リストはHPや市民防災マニュアルでご確
認ください。

❸ 災害情報を入手しよう！
　災害発生時には、正確な情報を入手することが大
切です。そこで、大阪市ではスマートフォン用「大阪
市防災アプリ」をリリースしています。防災アプリで
は防災情報の入手、防災マップでの避難ルートの検
索、家族との安否確認などがすばやくできます。

Android iOs

ダウンロードはこちら

　備蓄品を定期的に消費することで賞味期限切れを防止します！
　食べるときには防災を話題にして、防災意識を高めましょう！

ローリング備蓄をはじめてみませんか？
食品や飲料水を少し多めに購入し、一部分を
備蓄食料として保存する。
月に1度備蓄食料を食べる日を決めて、古い
ものから順に食べる。
食べた分を買い足して補充する。

無理なく備蓄
を！

市民防災マニュアルや淀川区防災マップもチェック！

ローリング備蓄の3ステップ

　災害からご家族や地域を守る防災の手引
きである「市民防災マニュアル」や区内の避
難場所や津波避難ビルを確認で
きる「淀川区防災マップ」は区役
所またはHPから入手できます！

　かみかみ百歳体操の様子を取
材しましたが、みなさまとても明
るくお元気！体操が終わってから
のほかの参加者とのおしゃべり
も楽しみの一つとのこと。これも
お口の運動になっているのかも
しれませんね。（広報担当：松本）
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　淀川区は、区内中学校とのタッグで漢字力
アップを応援しています。 詳しくはこちら
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毎月1日から5日までの間に全戸配布でお届けしています。配布漏れ等のお問合せは、政策企画課（ 6308‐9404）まで。
広報誌面へのご意見・ご感想は、お手軽なオンラインアンケートやメール、お電話・ＦＡＸなど、いずれの方法でもＯＫです。

政策企画課（広報担当）５階５１番　 ６３０８-９４０４　 ６８８５-０５３４　 tl0009@city.osaka.lg.jp　オンラインアンケートはＱＲコードから➡

広報誌の配布
ご意見・ご感想
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市民協働課（防災）4階41番　 6308-9743

地域包括支援センターと総合相談窓口は
高齢者のよろず相談所です！

の齢高「、」配心がとこの後今てきてっ弱が体身、近最「　
家族と同居、この頃、物忘れが目立つけど心配だわ…」
など、高齢者や家族のお困りごとを社会福祉士やケア
マネージャー、保健師等の専門スタッフが一緒に解決し
ます。また、介護予防にも取り組んでいますので、まずは
お気軽にご相談ください！
※お住まいの地域ごとに地域包括支援センターや総合
相談窓口（ブランチ）が異なりますので、詳細について
は区役所の下記担当までお問合せください。

保健福祉課（保健福祉）3階32番　 6308-9857

訪問または面会にてお話を伺います！

専門スタッフが
ひとりひとりにあった
支援方法を考えます！

9月は 高齢者福祉月間



多いと思います 。とこる守で分自は命の分自ずま、はと」助自「。
家族なども同様です。そして「共助」は地域コミュニティの中

るれらけ助「ばれ守を分自で」助自「。とこう合け助にい互おで
け助「をどな方な由自不の体身おで場の」助共「、くなはで」人

る人」になることができます。
　特に若い世代の皆さん、地域の安全・安心を守るためには
皆さんの力が必要です。まずは、おまつりなどに「あれ？何か
面白そうやな。子どもを連
れて行ってみよかな？」く
らいでかまいません。こう
した地域行事に積極的に
参加していただいて、少し
ずつ少しずつ地域のこと
が好きになってもらえた
らな、と願っています。
 

　9月といえば何といっても、15日（土）に皆さんお待ちかね、
平成最後の淀川区民まつり！今月号の巻頭特集を参考に、一
緒に楽しく盛り上がりましょう！
　また、これまでも各地域で夏祭り、盆踊り大会が開催され
ましたし、8月4日には、なにわ淀川花火大会が第30回記念大
会として盛大に開催されました。楽しい行事が目白押しでし
たね。
　一方で9月1日は1923（大正12）年に発生した関東大震災
にちなんで「防災の日」となっています。
　6月18日のいわゆる大阪北部地震で、身近な地域コミュニ
ティの大切さ、ご近所同士の普段からのつながりが大事だな
と再認識された方も多いのではないでしょうか。よく防災訓
練の時などに「自助・共助・公助」という言葉を聞かれた方も

おまつりで深めよう、地域の絆！

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広

▲田川地域の盆踊り大会では子ども会に
よるバンドが登場！！

なぜ大都市制度改革が必要なの？

大都市・大阪が抱える課題の
解決に向けて「副首都・大阪」の
確立をめざしており、そのためには、
それを支える大都市制度が必要です。

副首都・大阪にふさわしい
大都市制度へ改革

◆都市機能の整備を強力に進められる
　「広域機能の強化」
◆地域のニーズに沿った身近なサービスを
　提供できる「基礎自治機能の充実」

大阪の成長をスピードアップ！

身近なことは、身近で決めよう！

大都市制度改革がめざすもの今のままではダメなの？Q
A 大阪の成長をよりスピーディに進める

体制づくりと、住民の皆さんに身近な
ことは身近で決める仕組みづくりを進
めるには、今のままでは限界があり、
「総合区」と「特別区」の両制度を検討し
ています。

総合区では：市長マネジメントのもと、区長
権限を強化し、行政サービス
を展開

特別区では：住民に選ばれた区長・区議会に
より行政サービスを展開

総合区では：知事と市長が協議・調整し方針を決定
特別区では：大阪府に一本化し、知事が方針を決定

9面に関連記事

総 合 区・特 別 区ってなんだろう？連載
第8回

副首都推進局問い合わせ担当　 6208-8989　 6202-9355
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淀川区役所
フェイスブック

淀川区役所
ホームページ

淀川区役所
ツイッター

８月号15面の漢字クイズの答え
（1）正方形（2）画期的（3）無意識
（1）区役所（2）可能性（3）決勝戦
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